
〇〇　 〇〇　 〇〇

新潟市〇〇区

テイノ　　　　イチロウ

丁野　　　一郎

テイノ　　　　ハナコ

丁野　　　花子
昭和６２　１１　　１１ 昭和６２　　７　　　７

新潟市江南区泉町３丁目

４番５号

甲アパート１０１号

新潟県長岡市大手通１丁目

４番地１０

乙アパート１０２号

新潟市秋葉区程島２００９

丁野　一郎

丁野　春夫

庚田　夏子

丁野　太郎

丁野　次子

己山　秋雄

己山　美冬長 二

　　丁野　未来

平成３０　　　６ 令和　５　　１２

新潟市江南区泉町３丁目４ ５

丁野　花子

【新潟市の受付窓口】
◎平日8：30～17：30　
　　区役所・出張所

◎上記以外の時間及び休日　
　　区役所
　　※時間外受付窓口での
　　　お預かりとなります

鉛筆や消える
ボールペンで
記入しないで
ください

【住　所】

◎離婚届提出時点
　の住民登録地を
　記入します
◎離婚届と同日に
　住所変更手続き
　を行う場合は
　新しい住所を
　記入します

【未成年の子の
　氏名】
　
　裁判等によって
　決まった内容を
　ふまえ、記載し
　ます

【（養）父母氏名】
　
　亡くなられた方の
　氏名も記入します

【別居する前の世帯
　の主な仕事】
　
　別居前の世帯で
　最も収入が多い
　方の職業に近い
　ものを選択して
　ください

080-XXXX-XXXX

【連絡先】
携帯電話、勤務先など日中
連絡が取れる電話番号を記入
してください

連絡先
電話（　　　　　　　　　）

※お子様がいらっ
しゃる場合、左枠
内の内容をよくご
確認ください

【離婚届３（裁判離婚）】

裁判等の申立人が届出人であり、
かつ婚姻により氏（名字）を
変更した方が婚姻中の氏を継続
する場合

【婚姻前の氏にもどる者の本籍】
 ◎婚姻により氏（名字）を変更した方が、婚姻中の氏を継続する場合、この欄は記入不要です。
 ◎別紙「離婚の際に称していた氏を称する届（戸籍法77条の2の届）」を記入し、離婚届と
　 同時にご提出ください。

【証　人】
　裁判離婚の場合、証人欄の記入は不要です

１

令和〇　　〇　　〇
【離婚の種別】
　
　該当するところ
　にチェックと日
　付を記入します

丁野　希

【届出人・届出印】
◎裁判等を申立した方のみ署名します
◎押印は任意です

◎届出する際の注意点
１　本人確認書類
　本人確認を行いますので、可能な限り「マイナンバーカード」「運転免許証」「旅券」
などの公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類１点をお持ちください。また、氏や
住所に変更がある方は「マイナンバーカード」をお持ちください。

２　住所変更の手続き
　離婚届とは別に手続きが必要です。（平日の開庁時間のみ受付）
　離婚届と住所変更手続きは同時に手続きできます。詳しくはお問い合わせください。

3　休日・夜間の届出
　休日（土・日曜・祝日、年末年始期間）及び夜間の届出は、各区役所の時間外受付窓口
でお預かりし、職員の審査は翌開庁日以降となります。記載漏れや記載誤りがないように、
平日の開庁時間に戸籍担当窓口で事前の確認（事前審査）を受けることをお勧めします。

4　お知らせ
　以下の場合は、事前にお近くの戸籍担当窓口にご相談ください。
　・外国籍の方と離婚する場合
　・離婚と同時に養子縁組を解消（養子離縁）したい場合



〇〇　　〇〇　 〇〇

新潟市　〇〇　区

昭和６２　　７　　７

丁野

テイノ

令和　〇　　　○　　　○

新潟県長岡市大手通１丁目４ 10

丁野　花子

丁野　花子

【離婚の際に称していた氏を称した後の本籍】
　
　希望する新しい本籍を記入してください。
　新しい本籍は、日本国内の現存する土地の地番
　または住所の街区符号（※）であればどこでも
　おくことができます。
　※住所の街区符号：住居表示が実施されている地区
　　　の住所のうち、〇番までの表記のこと
　例：「新潟市北区東栄町1丁目1番」

テイノ     　　　        　ハナコ

丁野　　  　    花子

新潟県長岡市大手通１丁目４番地１０

乙アパート１０２号

新潟市秋葉区程島２００９

丁野　一郎

１

丁野

鉛筆や消える
ボールペンで
記入しないで
ください

【住　所】

◎この届提出時点
　の住民登録地を
　記入します
◎この届と同日に
　住所変更手続き
　を行う場合は
　新しい住所を
　記入します

離婚の日から
３か月以内の
届出が必要と
なります

【氏】

離婚届と同時に
提出する場合は、
記載例のように
変更前と変更後
は同じ氏を記入
します

【届出印】
押印は任意です

【離婚年月日】

◎協議離婚のときは「離婚届」を提出した（する）日
◎裁判離婚のときは
　・審判または判決の確定日
　・調停または和解の成立日
　・請求の認諾の日　　　　　を記入してください
　

この戸籍法７７条の２の届を提出した後に婚姻前の氏に戻る場合は、家庭裁判所での手続き（「氏の変更許可」に係る
審判）が必要になりますので、ご注意ください

080-XXXX-XXXX

【連絡先】
携帯電話、勤務先など日中
連絡が取れる電話番号を記入
してください

連絡先
電話（　　　　　　　　　）

【届出人署名】
本人が記入してください


